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「桑名駅周辺土地利用構想懇話会」議事録が開示
３月１１日に開示請求した「桑名駅周辺土地利用構想懇話会」の委員名簿全部と第１回議事録が、やっと開示され、９月１日に受け取りました。
委員の所属は、名工大学准教授、駅西土地区画整理審議会会長、商工会議所、都市再生機構（ＵＲ）、近鉄ＧＨ、三交不動産、近鉄　工事部長、三岐鉄道、三重交通、長島観光でした。まさに企業の利益のための区画整理・開発です。
　議事録の内容は省略しますが、かなり突っ込んだ内容になっています。
　しかしながら、既に２回目（３月２９日）、３回目（６月１０日）、４回目（８月５日）が実施され、５回目（１０月１９日）も予定されおり、市長への提言も出来上がりつつあるようです。早速、２－４回の議事録を情報公開申請しましたが、手元に来るころには提言も終わっているかもしれません。（何処かで誰かの笑い声が聞こえます。）住民の意見はどうなるのか。全員参加型は何処にあるのか。諦めずに事実の究明に頑張ります。
第８回生活保護問題議員研修会（８月２６－２７日、富山）
吉永純先生（全国公的扶助研究会会長・花園大学教授）から、最近の動きについて基調報告がありました。労働・社会保障が改悪され、保護基準の引き下げで生活保護世帯は減少の傾向にあるが、生活は苦しい。地方議員に５つの役割を訴えられる。①生活困窮者を「発見する。」②生活保護を「知らせる。」③生活保護を「利用する。」④利用者に「寄り添う。」⑤制度や運用を「変える。」　　　　　　　　　　　　　　　ｐ尾藤廣喜先生（弁護士・生活保護問題対策全国会議代表幹事）からは、まとめとして、生存権の保障は国の責任で、地方は住民の福祉の増進を図ること。生活保護受給に高齢者が多いのは、年金制度の不整備によるもの。基準の引き下げで貧困は解決しない。社会保障における普遍主義の重要性を訴えられました。　　　　　　　　　　　　　　　　【感想】新しく認識した言葉として、「居住支援協議会」、社会保障における「普遍主義」がありました。多方面にわたり、未消化ですが、今後の問題解決に活かして行きます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
９月定例議会（決算議会）が始まりました。

９月　７日（水）　午前１０時　　本会議開会（市長から議案上程、説明）
９月１３日（火）～１６日（金）　午前１０時　本会議、議案質疑・一般質問
９月２０日（火）～２３日（金）午前１０時 常任委員会・決算特別委員会分科会
総務安全、（２１日、２３日）、教育福祉（２０日、２３日）、都市経済（２０日、２１日）
２６日（月）、２７日（火）は、常任委員会・決算特別委員会分科会の予備日です。
９月２９日（木）　午前１０時　 決算特別委員会全体会
１０月４日（火）　午後　１時 　本会議（委員長報告、質疑、討論、採決）閉会
９月議会に提出た議案は１３議案と報告１０件です。
議案は、決算の認定３議案（一般会計並びに特別会計、水道会計、下水道会計）、補正予算３議案（一般会計―後記、介護保険特会―アンケート実施の事務費増、下水道会計―建設改良費増）、条例の制定２議案（国際化推進基金、地方活力向上地域に固定資産税課税の特例）、条例の一部改正３議案（公共施設建設基金、市税、国保税）、工事請負契約の締結１議案（防災行政無線）、土地の取得１議案（外田地区スポーツ施設）です。

一般会計補正予算の主なものは、予防接種（Ｂ型肝炎）に２９百万円、国際化推進基金に２５百万円、学童保育所整備費に２１百万円、適応指導教室建設事業費に１０百万円、ふれあいプラザ改修に６百万円、市営住宅解体に６百万円、就学前施設再編整備に６百万円、などがあり、総計は減額があり▲６８５千円です。
報告は、平成２７年度決算に基づく指標（普通会計、水道、下水道、農業集落）の報告４件、総合医療センターの平成２７事業年度の業務実績の評価報告１件、教育委員会の評価報告書１件、経営状況に関する書類（土地開発公社、文化・スポーツ公社、まちづくり桑名、総合医療センター）の提出４件です。
請願は、５つあります。その内の１つは、「『小中一貫教育の導入』について、審議のやり直しを求める請願」で裏面を見て下さい。
「小中一貫教育の導入」について、審議のやり直しを求める請願　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【請願事項】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育委員会教育長は「学校教育あり方検討委員会」に「桑名市における小中一貫教育について」諮問していますが、８月２日の第４回の「学校教育あり方検討委員会」では、十分な審査を行わず「小中一貫教育の導入」を決定したと聞いています。
第１回は、桑名の現状の説明と諮問でありました。
第２回は、多度の小規模校視察とアンケートの内容の決定でした。
第３回は、宇治市の宇治黄檗学園の視察だけでした。
第４回では、数年にわたって研究されてきた小中連携の内容の質問があり、次回に資料が提出される事になりました。又、７月に実施されたアンケートについては報告されていない様で、このような状況での決定など考えられません。
７月の教育委員会では、教育委員より宇治黄檗学園の視察の内容・意見に対する質問があり、当局からは、第４回の「学校教育あり方検討委員会」で話を聞くという答弁でしたが、そこで委員に意見を聞く事も論議する事も無かった様です。
「小中一貫教育」は多くの問題を含んでいるため、賛否両論があります。各小学校区でのしっかりとした住民説明会や教職員に対する説明会を実施し、住民・教職員等が十分理解し納得した上で進めていくべき重要な問題です。
「小中一貫教育」を手段・道具としての「学校の統廃合」は、地域コミュニティーの破壊に繋がります。行政側の都合だけで判断せず、子どもの教育の観点に立って検討すべき問題です。　（追加：多度町での統廃合の検証はされていますか。）【請願事項】
市長・教育長・「学校教育あり方検討委員会」委員長に、「小中一貫教育」について、特に導入に関して、慎重に審議のやり直しを求めます。　　　　　　　　　　　　　　　　（以上）
「桑名の教育を考える会準備会」から出されており、現在の状況を、議会と市民に知っていただくためには、必要な事だ。
【参考資料】桑名市教育委員会から「桑名市学校教育あり方検討委員会」への諮問文（平成２８年５月１１日「望ましい学校教育のあり方について」

桑名市立小学校及び中学校（以下「小中学校」という。）の児童及び生徒に、より良い学校教育環境を提供し、もって効果的な学校教育の実現に資するため，桑名市学校教育あり方検討委員会条例（平成27年条例第114号）第２条の規定により、つぎの事項について諮問します。
１．諮問事項

（１）桑名市における小中一貫教育について

（２）小規模校への対応について

（３）中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態について
２．諮問理由

教育委員会では小学校から中学校へスムーズな接続を行うため、子どもたちのより良い「育ち」と「学び」の育成に向け、中学校区毎に子どもたちの実態を踏まえた課題設定を行い、平成19年度より小中連携に取り組んできました。

中学校進学に伴い、学級担任制から教科担任制に変わること、中学生になると部活動が始まるなど、子どもたちの生活が大きく変化することや教職員の職務の性質が異なることもあることから、小学校高学年から一部教科担任制の導入や部活動への参加、また、９年間を通したカリキュラムの作成など、更なる深みのある取組について実現していきたいと考えております。そのためには、今後、小中一貫教育を本市の教育に合った形で取り入れていくことが必要と考えております。

また、小中学校の状況は、少子化等の進行により、平成28年度には本校27小学校のうち11校が各学年１学級の単学級に、さらには、新たに複式学級となり全学年５学級以下の学校も１校生じております。このことは、学校における教育活動のみならず、その他の集団活動を行う上で課題となっています。こうしたことから、現在の学校のあり方を見直し、適正規模に再編することが望まれます。

さらに、学校は各地域コミュニティの核としての性格を有することが多く、防災や社会体育の推進の場等、様々な機能を併せ持っていることから、小中一貫教育の推進と小規模校対策を行う上で、地域における施設の配置等をはじめ、学校教育施設のあり方についても検討する必要があります。

これらのことから、教育委員会といたしましては、今後の児童・生徒の望ましい学校教育環境のあり方について具体的な方策等について諮問を行うものであります。
「第５回桑名市学校教育あり方検討委員会」傍聴記
９月２日に、「第５回桑名市学校教育あり方検討委員会」があり傍聴しました。

委員長より、今日は中間まとめを行うと発言がありました。まともな議論も行っていないのに驚きです。アンケート調査の速報値は出されましたが、分析、報告もないままでの進行です。教育委員会事務局が用意した「中間とりまとめ（案）」に沿って、委員長はどんどん進めていきました。案は４項目にわたっています。

１、教育委員会が出している５つの桑名市の教育課題を確認する。
1 学力・学習意欲の向上の必要性（解決策は他にないのか）
2 小学校から中学校への滑らかな接続の必要性（中１ギャップは本当なのか）
3 小規模校への対応の必要性（小規模が何故悪いのか）
4 老朽化の進む学校施設の対応（委員は学校の雨漏りを確認したのか）
5 教員の意識改革と指導力の向上（都合の良い教員の製造か）

２、小中一貫教育については、そのものについての本質的な意見は述べずに、施設形態に話が飛んでいった。先進地の視察で実施調査を行ったというが、都合のいい１校だけで議論（評価について）はされていない。アンケート調査を行ったと言っているが、今回提示されたのは速報値で、ちゃんとした分析はなされていない。　全く滅茶苦茶です。
３、本市における小中一貫教育についての中で、突然「今後、小中一貫教育を推進することは、地域社会とともに目指す子ども像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成することで、各学校の教職員と地域社会が共に手を取り合い系統的な学びを目指す教育に取り組み、子どもたちに人間力（生きる喜びを感じながら、夢を実現させていく力等）・社会力（他者と支え合いながら、社会を創っていく力等）の育成を行うことにつながります。」と述べている。根拠が全然なく、科学的な分析もなく、ここでもう委員会の傍聴に堪えられなくなった。
この後は、何の恥じらいもなく幾つかを提案している。施設形態は施設一体型が望ましい。モデル校を設置して広げていく。１学年２-３学級とか、通学距離とか、通学路の問題等が基準例として示されています。
４、課題となること（地域住民への理解、分散進学、幼稚園問題、教職員への負担・多忙）が述べられているが、ここの問題をまず議論した上で、本当に小中一貫教育が良いのかを議論していくべきです。この検討委員会には愛想がつきた。

日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２６６　　　　２０１６年　　９　月　８　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５































































































